
通番 提案事項 求める措置の具体的内容 対応方針

1

市町村子ど
も・子育て支
援事業計画
において定
める「量の見
込み」の算出
方法の見直し

【重点事項】

市町村子ども・子育て支援事業計画において定
めることとされている「量の見込み」の算出にあ
たって、現在手引き等において示されている利
用希望把握調査（アンケート調査）に基づく算出
方法は、分析に要する労力とコストが大きいこと
に加え、算出結果と実態が乖離する事例が発生
することもあることから、利用希望把握調査では
なくヒアリングや実績値等に基づき「量の見込み」
の算出方法も可能であることを明記するなど、柔
軟な算出方法を可能とすること。

５【内閣府（16）（ⅴ）】【文部科学省（11）（ⅳ）】【厚生労働省（50）（ⅳ）】
子ども・子育て支援法（平24法65）
市町村子ども・子育て支援事業計画（61条１項）における量の見込みの算出方法については、市町村（特別区を含
む。以下この事項において同じ。）の事務負担を軽減する観点から、アンケート調査以外の手法を用いることも可能
である旨を明確化し、市町村に令和４年度中を目途に周知するとともに、アンケート調査以外の手法を例示するこ
と等について検討を行い、令和４年度中を目途に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

2

都道府県献
血推進計画
の策定義務
付けの廃止

【重点事項】

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する
法律第10条第５項の規定に基づく都道府県献
血推進計画策定義務付けの廃止

５【厚生労働省】
（30）安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭31法160）
都道府県献血推進計画（10条５項）については、薬事・食品衛生審議会における今後の血液事業の在り方の検討
の中で、計画の策定義務の廃止や都道府県がその地域の実情に応じて計画の期間を判断することを可能とするこ
と等について検討し、令和４年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。また、当面の措置と
して、政策的に関連の深い他の計画等と一体のものとして策定することが可能であること等を明確化し、都道府県
に令和３年度中に通知する。

令和３年　地方分権改革に関する提案募集における計画策定等に係る提案の内容及び対応方針一覧
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通番 提案事項 求める措置の具体的内容 対応方針

3

都道府県障
害者計画、都
道府県障害
福祉計画等
における計画
期間の見直し
及び計画内
容の簡素化

【重点事項】

都道府県障害者計画（以下「障害者計画」とい
う。）と都道府県障害福祉計画（以下「障害福祉
計画」という。）等の統合等を促進するため、障害
福祉計画を障害者基本計画と同じく５か年計画
とすることを求める。
または、障害者基本計画を６か年計画とすること
を求める。
併せて、障害者計画と障害福祉計画等計画内
容の簡素化を求める。

５【内閣府】
（10）障害者基本法（昭45法84）
障害者基本計画（11条１項）の計画期間を５年間から６年間に延長することについては、次期計画の策定に係る障
害者政策委員会における議論を踏まえつつ、令和４年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講
ずる。
また、都道府県障害者計画（同条２項）及び市町村障害者計画（同条３項）については、地方公共団体が地域の実
情に応じて計画の期間、変更時期及び内容を定めることが可能であることを地方公共団体に令和３年度中に通知
する。

５【厚生労働省】
（５）児童福祉法（昭22法164）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法123）
（ⅱ）障害福祉計画（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律88条１項及び89条１項）及
び障害児福祉計画（児童福祉法33条の20第１項及び33条の22第１項）については、以下のとおりとする。
・これらの計画期間については、障害福祉サービス等報酬改定が同計画に与える影響を考慮しつつ延長する方向
で検討し、社会保障審議会での議論も踏まえ、令和４年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。
・これらの記載内容については、地方公共団体の事務負担を軽減するため、令和４年度に予定される基本指針
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律87条１項及び児童福祉法33条の19第１項）の
策定の際に簡素化する方向で検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
・基本指針の改正及び「障害福祉計画及び障害児福祉計画の作成に係るQ&A」（厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部企画課）の地方公共団体への送付については、地方公共団体の円滑な計画策定に資するよう、可能
な限り早期に行う。
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通番 提案事項 求める措置の具体的内容 対応方針

4

都道府県障
害（児）福祉
計画及び市
町村障害
（児）福祉計
画の計画期
間の見直し

【重点事項】

地域住民の意識醸成や地域におけるソフト・
ハード両面での対応に係る地方公共団体の裁
量を高めることができるよう、都道府県・市町村障
害福祉計画及び障害児福祉計画の計画期間
を、上位計画である「障害者基本計画」において
当県及び県内市町の多くが設定している現行の
２倍である６年に延長すること。

５【厚生労働省】
（５）児童福祉法（昭22法164）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法123）
（ⅱ）障害福祉計画（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律88条１項及び89条１項）及
び障害児福祉計画（児童福祉法33条の20第１項及び33条の22第１項）については、以下のとおりとする。
・これらの計画期間については、障害福祉サービス等報酬改定が同計画に与える影響を考慮しつつ延長する方向
で検討し、社会保障審議会での議論も踏まえ、令和４年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。
・これらの記載内容については、地方公共団体の事務負担を軽減するため、令和４年度に予定される基本指針
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律87条１項及び児童福祉法33条の19第１項）の
策定の際に簡素化する方向で検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
・基本指針の改正及び「障害福祉計画及び障害児福祉計画の作成に係るQ&A」（厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部企画課）の地方公共団体への送付については、地方公共団体の円滑な計画策定に資するよう、可能
な限り早期に行う。

5

市町村障害
（児）福祉計
画の計画期
間の見直し

【重点事項】

　関係法令等により策定が義務付けられている、
市町村障害（児）福祉計画について、計画期間
の延長を求める。

５【厚生労働省】
（５）児童福祉法（昭22法164）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法123）
（ⅱ）障害福祉計画（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律88条１項及び89条１項）及
び障害児福祉計画（児童福祉法33条の20第１項及び33条の22第１項）については、以下のとおりとする。
・これらの計画期間については、障害福祉サービス等報酬改定が同計画に与える影響を考慮しつつ延長する方向
で検討し、社会保障審議会での議論も踏まえ、令和４年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。
・これらの記載内容については、地方公共団体の事務負担を軽減するため、令和４年度に予定される基本指針
（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律87条１項及び児童福祉法33条の19第１項）の
策定の際に簡素化する方向で検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
・基本指針の改正及び「障害福祉計画及び障害児福祉計画の作成に係るQ&A」（厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部企画課）の地方公共団体への送付については、地方公共団体の円滑な計画策定に資するよう、可能
な限り早期に行う。
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通番 提案事項 求める措置の具体的内容 対応方針

6

介護保険法
第117条に基
づく市町村介
護保険事業
計画の計画
期間の見直し

【重点事項】

介護保険法に基づく市町村介護保険事業計画
について、３年を一期として定めることとされてい
るところを、６年を一期として定めることとし、介護
給付等対象サービスを提供する体制の確保、日
常生活支援・介護予防・重度化防止等及び介護
給付等費用適正化に関する取組、その他市町
村が実施する施策等に関することは６年ごとに定
め、介護給付等対象サービス及び地域支援事
業の見込量の算定並びに介護保険料の設定
は、介護報酬改定にあわせ３年ごとに市町村介
護保険事業計画の見直しとして行うこと。

５【厚生労働省】
（45）介護保険法（平９法123）
（xⅲ）介護保険事業計画（117条１項及び118条１項）については、効率的かつ効果的な介護施策の推進に資する
よう、地方公共団体における事務の実態を踏まえつつ、「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保する
ための基本的な指針」（116条１項）の見直しを含め、地方公共団体の事務負担を軽減する方策を検討し、令和５年
度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

7

地方公共団
体温室効果
ガス排出削
減等実行計
画の策定に
係る支援等
の拡充

【重点事項】

・技術的な助言の充実や専門知識のある人材の
派遣等
・温室効果ガス削減対策による削減量を通知・計
画等によって明示
・国または都道府県の主導による市町村の温室
効果ガスの算定

５【環境省】
（８）地球温暖化対策の推進に関する法律（平10 法117）、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
（平15 法130）及び気候変動適応法（平30法50）
（ⅱ）地方公共団体実行計画の策定に係る地方公共団体への支援については、地球温暖化対策計画（温対法８
条）における対策・施策ごとの温室効果ガスの排出削減効果など、地方公共団体の計画策定の参考となる情報を
示すとともに、地方公共団体が温室効果ガス排出量を算定するに当たっては、自治体排出量カルテを活用しても
差し支えないことを明確化するなど、地方公共団体実行計画を策定しようとする地方公共団体の検討に資するよ
う、地方公共団体実行計画策定・実施マニュアルを改定し、地方公共団体に令和３年度中に通知する。

8

地域気候変
動適応計画
の策定を都
道府県単位
のみとするこ
と等の見直し

【重点事項】

・都道府県単位での計画の策定のみとする
・単独策定する場合には、技術的な助言の充実
や専門知識のある人材の派遣等

５【環境省】
（８）地球温暖化対策の推進に関する法律（平10 法117）、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
（平15 法130）及び気候変動適応法（平30法50）
（ⅲ）地域気候変動適応計画については、以下の措置を講ずる。
・国立研究開発法人国立環境研究所による専門家派遣については、オンラインによる派遣も可能とし、地方公共団
体に令和３年度中に周知する。
・地域気候変動適応計画策定マニュアルについては、地域気候変動適応計画が地域の実情を踏まえつつ、地方
公共団体の判断により策定されるものであること、環境以外の分野の行政計画であっても気候変動適応に関する
内容が含まれる場合には地域気候変動適応計画と位置付けることが可能であることを明確化し、また、複数の都道
府県や市区町村による共同策定を推進するため、共同策定する際の参考となる考え方等の記載内容を充実させる
とともに、計画策定の負担軽減に資するツールの提供を含め、地方公共団体の事務負担を軽減するため改正し、
地方公共団体に令和４年度中に通知する。
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通番 提案事項 求める措置の具体的内容 対応方針

9

環境分野に
おける各種計
画策定の統
廃合

【重点事項】

気候変動適応法、地球温暖化対策の推進に関
する法律など、環境分野における各法律におい
て策定が求められている各計画について、統廃
合などの見直しを行うこと。

５【環境省】
（８）地球温暖化対策の推進に関する法律（平10 法117）、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律
（平15 法130）及び気候変動適応法（平30法50）
（ⅰ）地方公共団体実行計画（地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「温対法」という。）21 条）、行動計画
（環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律８条１項）及び地域気候変動適応計画（気候変動適応法
12条）については、地方公共団体の判断により、政策的に関連の深い他の計画等と一体のものとして策定すること
が可能であることを改めて明確化し、地方公共団体に令和３年度中に周知する。

10

容器包装に
係る分別収
集及び再商
品化の促進
等に関する
法律に基づく
「都道府県分
別収集促進
計画」策定の
義務付けの
廃止

【重点事項】

「都道府県分別収集促進計画」策定の義務付け
の廃止を求める。都道府県分別集促進計画は
各市町村が策定する分別収集計画のデータを
取りまとめている部分がほとんどであるため、計
画の策定ではなく、市町村分別収集計画のデー
タを都道府県のホームページ上で公開すること
に留める等、事務の簡略化を求める。

５【環境省】
（７）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平７法112）
（ⅰ）都道府県分別収集促進計画（９条１項）については、都道府県における事務の実態等を把握した上で、その
在り方について検討し、令和４年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
また、当面の措置として、都道府県分別収集促進計画は廃棄物処理計画と一体のものとして策定することが可能
であることを明確化し、その運用に当たっての留意事項を含め、都道府県に令和３年度中に通知する。

11

指定管理鳥
獣捕獲等事
業実施計画
における第二
種特定鳥獣
管理計画との
統合等

【重点事項】

指定管理鳥獣捕獲等事業交付金の採択要件と
されている「指定管理鳥獣捕獲等事業実施計
画」について、「第二種特定鳥獣管理計画」と統
合するなど、規定を見直すこと。

５【環境省】
（13）鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平14法88）
（ⅰ）第二種特定鳥獣管理計画（７条の２第１項。以下この事項において「管理計画」という。）については、以下のと
おりとする。
・指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画（14条の２第１項。以下この事項において「実施計画」という。）と管
理計画は、一定の条件を満たす場合には、一体のものとして策定し、都道府県がその実情に応じて管理計画の計
画期間内で実施計画の計画期間を設定することも可能であることを明確化し、都道府県に通知する。
［措置済み（令和３年12月10日付け環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室事務連絡）］
（ⅱ）指定管理鳥獣捕獲等事業に関する計画については、都道府県の事務負担を軽減するため、様式の簡略化
や記載事項の省力化を検討し、令和３年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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通番 提案事項 求める措置の具体的内容 対応方針

12

第二種特定
鳥獣管理計
画の意見聴
取手続きに
関する規定
の見直し

【重点事項】

鳥獣保護管理法において、「第二種特定鳥獣管
理計画」の策定に当たって、環境審議会の代わ
りに鳥獣管理の有識者からの意見聴取を可能と
すること。

５【環境省】
（13）鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平14法88）
（ⅰ）第二種特定鳥獣管理計画（７条の２第１項。以下この事項において「管理計画」という。）については、以下のと
おりとする。
・管理計画を策定するに当たり自然環境保全法（昭47法85）51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の
機関（以下この事項において「合議制機関」という。）の意見を聴かなければならないとされていること（７条の２第３
項において準用する４条４項）については、管理計画に関し別途設置される検討会等を合議制機関の下に部会等
を設置することで代替するなど、都道府県の判断で柔軟に手続の簡素化・合理化を図ることが可能である旨を明確
化し、都道府県に通知する。
［措置済み（令和３年12月10日付け環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室事務連絡］

13

農村地域産
業等導入基
本計画の抜
本的な見直し

【重点事項】

実質的に都道府県に策定が義務付けられてい
る農村地域産業等導入基本計画（以下「基本計
画」という）を廃止した上で、基本計画によらない
国・都道府県・市町村間の調整方法の導入を求
める。

５【農林水産省】
（13）農村地域への産業の導入の促進等に関する法律（昭46法112）
都道府県が定めることのできる当該都道府県における農村地域への産業の導入に関する基本計画（４条）につい
ては、都道府県の当該計画の変更等に係る事務負担を軽減するため、当該計画の記載事項に係る見直しを行う。

14

市町村が行う
土地改良法
に基づく災害
復旧工事に
係る議会の
議決手続の
見直し

【重点事項】

土地改良法第96条の４の準用規定により、市町
村が土地改良法に基づく災害復旧工事を行う場
合には、国や都道府県と異なり、応急工事計画
に関し当該市町村の議会の議決を経ることが必
要とされている。迅速な災害復旧工事の実施の
ため、市町村が行う災害復旧工事についても、
国や都道府県と同様とすることを求める。

５【農林水産省】
（２）土地改良法（昭24法195）
（ⅱ）市町村（特別区を含む。）が災害又は突発事故被害のため急速に行う土地改良事業（96条の４第１項におい
て準用する87条の５第１項）については、その応急工事計画に係る議会の議決を不要とするなど、都道府県と同様
の手続とする。

15

地籍調査事
業計画に関
する変更手
続きの廃止

【重点事項】

法令上の根拠規定がない地籍調査事業計画に
関する変更手続きについて、その必要性や国負
担金等の交付手続きの実態等を踏まえ、廃止す
ること。

５【国土交通省】
（３）国土調査法（昭26法180）
（ⅰ）都道府県が毎年度定める事業計画（６条の３第２項）の変更手続については、令和３年度中に「国土調査事業
事務取扱要領」（昭47経済企画庁総合開発局長）を改正し、廃止する。
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通番 提案事項 求める措置の具体的内容 対応方針

16

流域別下水
道整備総合
計画の計画
変更要件の
緩和

【重点事項】

２つ以上の都府県にまたがる流域別下水道整備
総合計画（以下、「流総計画」）を策定・変更する
場合であっても、他都府県の同意があれば国土
交通大臣との協議等を不要とすること。
※上記措置が不可能な場合、以下の措置を求
める。
・計画変更が不要な場合の拡大（下水道整備で
は水質環境基準の達成が困難な場合（例えば
当県では、河口付近の湖沼については下水道
施設によっては対処できない汚染原因により、仮
に計画通り下水道施設を完備したとしても水質
環境基準を満たす見込みがない）を類型化し、
当該場合には、計画変更を不要とすることなど）
・地方整備局への河川関係検討を含む事前協
議の手続きの迅速化・提出書類の簡素化

５【国土交通省（11）】【環境省（３）】
下水道法（昭33法79）
（ⅱ）流域別下水道整備総合計画（２条の２第１項）に係る国土交通大臣への協議については、以下の措置を講ず
る。
・二以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域等についての流域別下水道整備総合計
画に係る国土交通大臣への協議（同条７項）については、届出とする。
・当該計画に含まれる二以上の都府県の区域にわたらない水系に係る河川その他の公共の水域等に係る記載に
ついては、国土交通大臣への届出の対象とならないことを明確化し、地方整備局及び都府県に令和４年中に通知
する。
・流域別下水道総合整備計画に関する河川関係の検討については、重複する様式の見直しなど手続の簡素化等
をすることとし、地方整備局及び都道府県に令和３年度中に通知する。

17

下水道事業
計画の軽微
な変更の範
囲に関する
見直し

【重点事項】

公共下水道の事業計画について、予定処理区
域を変更する場合であっても、その変更する面
積の範囲が狭小であるとき等は、下水道法施行
令第５条の２で定める軽微な変更に該当するも
のとして、国土交通大臣への協議等を不要とす
るように事務の簡素化を求める。
仮に、現在でも国土交通大臣への協議等が不
要な場合は、その旨を明確化することを求める。

５【国土交通省（11）】【環境省（３）】
下水道法（昭33法79）
（ⅲ）公共下水道の事業計画の変更（４条６項）のうち、予定処理区域のみの変更で、当該変更前の計画における
管渠や処理施設の配置・処理能力等に影響しないものについては、令和４年中に政令を改正し、国土交通大臣等
への協議を不要とする。
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通番 提案事項 求める措置の具体的内容 対応方針

18

住宅確保要
配慮者円滑
入居賃貸住
宅に係る地
方公共団体
独自の基準
等を都道府
県住生活基
本計画で規
定するための
見直し

【重点事項】

地方公共団体が住宅確保要配慮者円滑入居賃
貸住宅（登録住宅）に係る国の登録基準の緩和
及び住宅確保要配慮者の範囲を独自に拡大す
るためには、住宅確保要配慮者に対する賃貸住
宅の供給の促進に関する法律施行規則第３条
及び第15条に基づき、賃貸住宅供給促進計画
において定めることされている。
地方公共団体が賃貸住宅供給促進計画を策定
しない場合であっても、住生活基本計画におい
て住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に係る
国の登録基準の緩和等を規定することができる
よう措置を求める。

５【国土交通省】
（20）住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平19法112）
都道府県賃貸住宅供給促進計画（５条１項）については、住生活基本計画（住生活基本法（平18法61）17条１項）と
一体のものとして策定する際は、都道府県がその実情に応じて計画の期間や変更時期を判断することが可能であ
ることを明確化するとともに、実際の策定の手続等についても、令和４年中に実態調査を行い、都道府県の事務負
担の軽減に資するような方策について、都道府県に令和４年度中に通知する。

19

地方版総合
戦略における
数値目標や
KPIの設定の
不要化

【重点事項】

地方版総合戦略において、数値目標やKPIの設
定を求めないよう、「地方版総合戦略策定・効果
検証のための手引き」の改訂を行う（「４．数値目
標・重要業績評価指標（KPI）の設定」、「６．総合
計画等と地方版総合戦略との関係」等）

５【内閣官房（５）】【内閣府（17）】
まち・ひと・しごと創生法（平26法136）
都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略（９条）及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（10条）については、地
方公共団体の実情に応じた策定や効果検証により一層資するよう、「地方版総合戦略の策定・効果検証のための
手引き」（令元内閣府地方創生推進室）を改定し、地方公共団体に令和４年度の早期に通知する。
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通番 提案事項 求める措置の具体的内容 対応方針

　地方自治体の限られた人員、資源等を効率的
に配分、活用するに当たっては、まち・ひと・しご
と創生法に基づく地方版総合戦略に求める要件
等（KPIの設定、毎年の外部有識者の評価を含
めた進捗管理等）の簡素化など、地方版総合戦
略の在り方を地方自治体の実情等を踏まえて見
直していただきたい。
　具体的には、「地方版総合戦略の策定・効果
検証のための手引き」p.9～p.12において、基本
目標及び各施策ごとにKPIを設定することが求め
られており、KPIの数が課題になる。加えて、原則
としてアウトプットではなく、アウトカムによる指標
設定が求められていることから、指標の検討及び
毎年の進捗管理に多くの労力を要している。
　また、同手引p.6において、「現場の声を聴き実
行する」枠組と地方版総合戦略の推進組織との
有機的な連携、p.19に外部有識者の参画による
効果検証が求められており、戦略の推進及び進
捗管理にも多くの労力を要している。
　ついては、設定するKPI数の減や行政内部に
おける進捗管理を可能とする制度に改正いただ
きたい。
　
　地方版総合戦略には、基本目標とそれに紐づ
く施策の双方にKPIを設定することを求めている
が、そもそも施策自体が基本目標の達成のため
に取り組むものであり、基本目標または施策の一
方にKPIを設定することをもって、計画的に事業
を実施するという目的は達成されるものと考えて
いる。

地方版総合
戦略に求める
要件等の簡
素化など、同
戦略の在り方
の見直し

【重点事項】

20

５【内閣官房（５）】【内閣府（17）】
まち・ひと・しごと創生法（平26法136）
都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略（９条）及び市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（10条）については、地
方公共団体の実情に応じた策定や効果検証により一層資するよう、「地方版総合戦略の策定・効果検証のための
手引き」（令元内閣府地方創生推進室）を改定し、地方公共団体に令和４年度の早期に通知する。
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通番 提案事項 求める措置の具体的内容 対応方針

21

地方創生推
進交付金実
施計画及び
地域再生計
画に係る事
務の見直し

【重点事項】

地方創生推進交付金実施計画及び地域再生計
画について、①重複事項の省略化②窓口の一
本化を求める。

５【内閣府】
（12）地域再生法（平17法24）
（ⅲ）地域再生計画や実施計画等の審査については、地方公共団体の負担軽減に資するよう、令和４年度から国
の審査担当間の連携強化を図る。また、提出窓口について、令和５年度事業に係る申請から窓口を一本化する。
（ⅳ）地域再生計画と実施計画等の記載の在り方については、令和５年度事業に係る申請から、実施計画等が地
域再生計画を兼ねるように様式の一体化や記載事項の見直し等を行う。

22

地方創生推
進交付金の
交付申請に
係る地域再
生計画等策
定の簡素化

【重点事項】

地方版総合戦略を策定している場合は、これを
地方創生推進交付金の交付申請に当たっての
地域再生計画と位置付けること。
もしくは、現行の地域再生計画や交付金実施計
画の記載内容を簡素化するとともに、複数の事
業がある場合は包括的な計画での認定を可能と
すること。

５【内閣府】
（12）地域再生法（平17法24）
（ⅳ）地域再生計画と実施計画等の記載の在り方については、令和５年度事業に係る申請から、実施計画等が地
域再生計画を兼ねるように様式の一体化や記載事項の見直し等を行う。

23

地方創生拠
点整備交付
金の交付申
請に係る地
域再生計画
等策定の簡
素化

【重点事項】

地方版総合戦略を策定している場合は、これを
地方創生拠点整備交付金の交付申請に当たっ
ての地域再生計画と位置付けること。
もしくは、現行の地域再生計画や交付金施設整
備計画の記載内容を簡素化するとともに、複数
の事業がある場合は包括的な計画での認定を
可能とすること。

５【内閣府】
（12）地域再生法（平17法24）
（ⅳ）地域再生計画と実施計画等の記載の在り方については、令和５年度事業に係る申請から、実施計画等が地
域再生計画を兼ねるように様式の一体化や記載事項の見直し等を行う。

24

地域再生計
画認定手続
きの見直し

【重点事項】

地方創生推進交付金の交付申請の前提となる
地域再生計画の策定について、推進交付金実
施計画の提出時期と時期とずらすなど、負担の
緩和を図ること。

５【内閣府】
（12）地域再生法（平17法24）
（ⅱ）地域再生計画（５条１項）並びに地方創生推進交付金の申請に係る実施計画及び地方創生拠点整備交付金
の申請に係る施設整備計画（以下「実施計画等」という。）の提出期限については、地方公共団体の検討期間をよ
り一層確保するため、令和４年度から見直す。
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通番 提案事項 求める措置の具体的内容 対応方針

25

地方版消費
者基本計画
の位置付け
の明確化及
び地方版消
費者基本計
画と都道府県
消費者教育
推進計画等
を統合して策
定できること
の明確化等

【重点事項】

地方版消費者基本計画の位置付けの明確化。
加えて、地方版消費者基本計画と都道府県消費
者教育推進計画等を統合して策定できることを
明確化し、かつ、消費者基本計画と消費者教育
の推進に関する基本的な方針の計画期間を一
致させることで、地方において計画を統合して作
成しやすくすること。

５【消費者庁】
（１）消費者基本法（昭43 法78）及び消費者教育の推進に関する法律（平24 法61）
（ⅰ）地方版消費者基本計画並びに都道府県消費者教育推進計画及び市町村消費者教育推進計画（消費者教
育の推進に関する法律10 条1 項及び２項）については、以下の措置を講ずる。
・地方版消費者基本計画の策定状況のホームページ等における公表については、地方公共団体名を明示しない
こととする。
［措置済み（地方消費者行政強化作戦2020 政策目標ごとの現状（令和２年度現況調査））］
・地方版消費者基本計画を策定するか否かは地方公共団体の判断によること、地方版消費者基本計画は都道府
県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画と一体のものとして策定することが可能であることを明確
化し、地方公共団体に令和３年度中に通知する。
（ⅱ）消費者基本計画（消費者基本法９条１項）と消費者教育の推進に関する基本的な方針（消費者教育の推進に
関する法律９条１項）については、両者の対象期間を一致させるため、次期消費者教育の推進に関する基本的な
方針の対象期間について、消費者教育推進会議の意見を聴いた上で検討し、令和３年度中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

26

市町村農業
振興地域整
備計画の変
更手続きに
係る制度改
正

農業振興地域の整備に関する法律第11条に基
づく市町村農業振興地域整備計画のうち農用地
利用計画の変更について、同条に規定する異議
申出又は審査申立（以下、「異議申出等」）が
あった場合には、市町村長が必要と認める異議
申出等と関係がない土地に係る農用地利用計
画の変更については、手続を進め変更を完了す
ることが可能となるよう制度の改正を求める。

５【農林水産省】
（11）農業振興地域の整備に関する法律（昭44 法58）
農用地利用計画の案に対する異議の申出（11 条３項）については、当該計画の円滑な策定に資するよう、当該申
出の在り方について、関連制度の検討状況や地方公共団体の意見を踏まえつつ検討し、令和４年中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

27

河川法に基
づく河川整備
基本方針及
び河川整備
計画の作成
に関する規
制緩和

河川整備基本方針及び河川整備計画の策定単
位を単一水系から複数の水系をまとめた圏域単
位での策定を可能とする。

５【国土交通省】
（13）河川法（昭39 法167）
河川整備基本方針（16 条１項）及び河川整備計画（16 条の２第１項）の策定については、隣接する水系において、
水害の発生状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況等が類似する場合には、「河川の整備
の基本となるべき事項」（施行令10 条の２第２号）を水系ごとに、また「河川の整備の実施に関する事項」（施行令10
条の３第２号）を水系内の区間ごとに記載することを前提に、隣接する複数水系の河川整備基本方針又は河川整
備計画等を一体のものとして策定することが可能であることを明確化し、地方公共団体に令和３年度中に通知す
る。
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通番 提案事項 求める措置の具体的内容 対応方針

28

農作物有害
動植物防除
実施要綱が
技術的助言
であることの
明確化

植物防疫法第６章に基づいて都道府県が行う有
害動植物の防除について、農作物有害動植物
防除実施要綱（以下、「要綱」という）が示されて
いるが、当該要綱はあくまでも技術的助言である
ことから、当該要綱で定められている都道府県防
除実施方針の策定や市町村計画の策定等が義
務付けられていないことを明確化することを求め
る。

５【農林水産省】
（４）植物防疫法（昭25 法151）
農作物有害動植物防除実施要綱（昭47 農林水産事務次官）で都道府県の行う防疫（29 条から33 条）に関する措
置として策定することとされている都道府県防除実施方針及び市町村防除実施計画については、当該要綱が技術
的助言であり、地方公共団体の判断により、策定しないことが可能であることを明確化し、地方公共団体に通知す
る。
［措置済み（令和３年10 月27 日付け農林水産省消費・安全局植物防疫課長通知）］

29

地籍調査に
関する事業
計画の協議
に係る様式
及び実施に
関する計画
の届出に係る
様式の統一

国土調査法第６条の３第２項に基づき都道府県
が定める事業計画の協議に係る様式「国土調査
事業事務取扱要領第29別記様式第24別紙（２）
事業計画明細書」（以下、「事業計画明細書」と
いう。）と、国土調査法第６条の４第１項に基づき
実施主体が作成する実施に関する計画の届出
に係る様式「国土調査事業事務取扱要領第30
別記様式第25別紙（１）実施に関する計画」（以
下、「実施に関する計画」という。）の様式を統一
することを求める。

５【国土交通省】
（３）国土調査法（昭26 法180）
（ⅱ）市町村又は土地改良区等が都道府県知事に届け出る地籍調査の実施に関する計画（６条の４第２項）の様式
については、都道府県が独自に定めることが可能であることを明確化するため、令和３年度中に「国土調査事業事
務取扱要領」を改正し、地方公共団体に通知する。
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